
統合協議 統合協議

平成２９年度より、３者を統合

血液製剤使用適正化普及委員会

○目的：血液製剤使用適正化のより一層の推
進を図る。

○活動内容：説明会、アンケート調査など
○設置年度：平成４年度
○事務局：医薬安全課
○委員構成：医療関係者、学識経験者、行政

関係者、センター所長（１３名以内）
○その他
・平成４年度～国の委託事業として設置
・平成15年度国の委託事業終了
・平成16年度～単県事業として継続
・平成２５年度適正化と合同、２つの組織を集約することが望ましい旨センターから
提案

・平成27年度末で委員任期満了

合同輸血療法委員会

○目的：血液製剤使用適正化のより一層の推
進を図る。

○活動内容：アンケート調査など
○設置年度：平成17年度
○事務局：医薬安全課→血液センター
○委員構成：医療関係者、学識経験者、行政

関係者、センター所長（１３名以内）
○参加医療機関：使用量上位20位までの施設

会長が特に必要と認める施設 5施設以内
○その他
・平成１７年度適正化普及委員会の活動の一部として設置
・平成２４年度適正化普及委員会から分離して組織化、事務局をセンターとした
・平成２５年度適正化と合同、２つの組織を集約することが望ましい旨センターから
提案

輸血研究会

○目的：輸血に関する知識と技術の向上、輸血療法の発展と血液製剤適正使用の
推進

○活動内容：講演会、研修会
○設置年度：昭和60年度
○事務局：血液センター
○幹事会構成：会長、副会長、幹事（幹事：２２名）
○会員：医師会・病院協会推薦の医師、医師会、病院協会、保健福祉部、血液セ

ンター(会員数は、３９病院から４９医師、医師会・病院協会各１名、
県２名、センター１名（2名の兼務あり））

○その他
・昭和６０年度、医師会・病院協会が協力して設置
・研究会を廃止し、合同輸血療法委員会と統合（幹事は委員として就任）することを
要望

（新）岡山県合同輸血療法委員会（案）

○目 的：血液製剤の安全、適正かつ効果的な使用のより一層の推進を図る。

○活動内容：血液製剤の安全、適正かつ効果的な使用について協議、調査・分析、講演会等の開催等

○設置年度：平成29年度

○事 務 局：岡山県保健福祉部医薬安全課

○委員構成：赤血球製剤供給量上位20位までの施設、血液センター、岡山県、その他必要と認められる者

○顧 問：医師会・病院協会・薬剤師会・看護協会・臨床検査技師会の代表者


